
令和8年3月分（4月納付分）からの

船員保険の保険料率のお知らせ

一般保険料率

令和8年3月分から

11.05％

船員保険の保険料率は、被保険者の保険料負担を軽減する措置をおこなっておりますが、令和４年度より、
その措置を段階的に縮小しています。 令和8年度の保険料負担軽減率は、令和7年度同様0.1％となります。

※一般保険料率は、疾病保険料率（船舶所有者と被保険者で折半）と災害保健福祉保険料率（船舶所有者負担）で構成されています。

介護保険料率

令和8年3月分から

1.76％

令和8年2月分まで

1.57％

介護保険第２号被保険者に該当する方（40歳以上65歳未満の方）の保険料率は、一般保険料率と介護保険
料率を合計した12.81％（一般11.05％+介護1.76％）となります。

※介護保険料は船舶所有者と被保険者が折半でご負担いただきます。

退職時の標準報酬月額が47万円以上の方は、標準報酬月額47万円として保険料が算定されます。

令和8年4月分保険料からの疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、引き続き47万円です。

介護保険第2号被保険者に該当しない方

10.56％
※子ども・子育て支援金率を含む。

介護保険第2号被保険者に該当する方

12.32％
※子ども・子育て支援金率を含む。

船員保険
イメージキャラクター

かもめっせ

令和7年度から
変更なし

船舶所有者負担分 6.10％
（疾病保険料率+災害保健福祉保険料率）

被保険者負担分 4.95％
（疾病保険料率）

子ども・子育て支援金率

令和8年4月分から

0.23％
※子ども・子育て支援金は船舶所有者と被保険者が折半でご負担いただきます。

令和8年4月分
（5月納付分）より

新たにスタート

令和8年4月より、子育て世代を
支える新しい仕組みとして、子ど
も・子育て支援金制度が始まりま
す。詳しくはこども家庭庁ホーム
ページをご覧ください。

こども家庭庁
ホームページ

全国健康保険協会船員保険部からのお知らせ
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